
■
田
島
公
編
『
目
録
学
の
構
築
と
古
典
学
の
再
生
―
天
皇
家
・
公
家
文
庫
の
実
態
復
原
と
伝
統
的
知
識
体
系
の
解
明
―
（
二
〇
〇
九
年
度
～
二
〇
一
〇
年
度
）
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告

二
〇
〇
九

四
、
二
〇
一
一
年
三
月
）

　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
家
本
『
春
日
社
社
記
』

藤

原　

重

雄

　　
【
解
題
】

春
日
社
に
関
す
る
古
代
末
・
中
世
の
社
記
は
、
永
島
福
太
郎
氏
校
注
の
『
神
道
大
系　

神

社
編
十
三　

春
日
』（
一
九
八
五
年
）
に
、
春
日
大
社
所
蔵
史
料
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
て
翻

刻
さ
れ
、
現
在
は
参
照
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
の
構
成

は
複
雑
で
あ
っ
た
り
断
簡
と
な
っ
て
い
た
り
し
て
、
相
互
の
類
似
記
事
の
関
係
を
含
め
て
見

通
し
が
立
て
に
く
い
状
況
に
あ
る
。
さ
ら
に
『
神
道
大
系
』
の
翻
刻
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
、

お
そ
ら
く
原
本
等
か
ら
原
稿
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
注
記
な
ど
が
統
一
的
で
な
く
、

写
真
版
な
し
で
は
分
か
り
に
く
い
点
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
三

九
〔
二
〇
〇
四
年
〕
に
紙
継
位
置
な
ど
の
メ
モ
を
掲
載
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
）
。

春
日
社
関
係
の
社
記
類
に
つ
い
て
は
、『
神
道
大
系
』
解
題
と
大
東
延
和
氏
の
論
文
「
春
日

社
記
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（『
瀧
川
政
治
郎
先
生
米
寿
記
念
論
文
集　

神
道
史
論
叢
』
国
書
刊
行

会
、
一
九
八
四
年
）
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ
に
付
け
加
え
る
程
の
知
見
は

備
え
な
い
。
ま
た
摂
末
社
に
つ
い
て
は
、
大
東
氏
の
『
春
日
の
神
々
へ
の
祈
り
の
歴
史
』（
私

家
版
、
一
九
九
五
年
）
が
誠
に
有
益
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
春
日
大
社
お
よ
び
旧
社
家
等
以
外
の
所
蔵
と
な
る
社
記
の
関
連
史
料
も
存
在

し
、　　
こ
こ
に
紹
介
す
る
宮
内
庁
書
陵
部
現
蔵
の
九
条
家
旧
蔵
本
『
春
日
社
社
記
』
は
、
本
奥

書
が
一
三
世
紀
初
頭
に
遡
る
貴
重
な
一
本
だ
が
、『
図
書
寮
叢
刊　

伏
見
宮
家
九
条
家
旧
蔵　

諸
寺
縁
起
集
』（
一
九
七
〇
年
）
で
は
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
内
容
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
部
分

に
つ
い
て
、『
神
道
大
系
』
に
翻
刻
収
録
さ
れ
た
社
記
類
の
い
ず
れ
か
に
同
文
的
一
致
の
箇
所

を
認
め
る
が
、
全
体
と
し
て
同
一
構
成
の
社
記
は
な
く
、
校
訂
上
で
資
す
る
点
も
あ
る
。
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
っ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
紹
介
す
る
意
義
が
あ
り
、
こ
こ
に
紙
面
を
借
り
る
こ
と

と
し
た
。

　
架
番
号
（
九

）
。
巻
子
一
軸
。
縦
二
九
・
〇
セ
ン
チ
。
後
補
表
紙
、
本
紙
共
紙
の
原
表

紙
、
本
紙
全
一
三
紙
で
、
第
一
三
紙
は
か
つ
て
そ
の
ま
ま
軸
付
と
な
っ
て
い
た
痕
跡
が
あ
り
、

現
在
は
後
補
の
軸
付
紙
が
続
い
て
軸
木
が
付
く
。
天
二
本
・
地
一
本
の
墨
界
あ
り
。
現
外
題

（
後
補
表
紙
貼
紙
）
「
春
日
社
社
記
」
、
原
外
題
（
旧
表
紙
打
付
書
）
「
御
社
日
記
相
伝
不
分
明

」
。

次
い
で
本
文
を
内
容
に
よ
り
区
切
り
、
『
神
道
大
系
』
所
載
の
社
記
類
と
の
関
係
を
示
す
。

他
本
に
な
し
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
『
神
道
大
系
』
所
収
の
古
社
記
類
に
見
え
な
い
と
の
意

味
で
、
春
日
大
社
お
よ
び
旧
社
家
所
蔵
の
断
簡
類
に
見
い
だ
せ
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
。
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①
注
記
（
宝
亀
十
一
年
中
臣
時
風
記
）
…
『
古
社
記
』「
注
記
」

～

頁
。『
古
社
記
』
で
は
前

半
部
に
二
箇
所
の
脱
文
が
あ
り
、
九
条
家
本
は
よ
り
よ
い
本
文
と
思
わ
れ
る
。
一
五
行

目
「
以
何
故
忽
破
其
誓
哉
申
」
、
二
五
～
六
行
目
「
其
状
…
調
伏
」
の
部
分
で
あ
る
。
後

半
部
は
小
さ
な
異
同
で
、
単
純
に
前
後
関
係
を
言
い
に
く
い
が
、
意
の
通
り
や
す
い
箇

所
が
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
瀬
田
勝
哉
氏
が
「
時
風
置
文
」
と
名
付
け
て
、
特
に

後
半
部
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
、
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
の
大
住
・
薪
荘
相
論
の
時

期
に
最
終
的
に
記
さ
れ
た
と
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
（『
木
の
語
る
中
世
』
朝
日
新
聞
社
、
二

〇
〇
〇
年
。
初
出
一
九
九
五
年
）
。

②
御
神
御
名
事
…
『
古
社
記
断
簡
』

～

頁
の
抄
出
（『
古
語
拾
遺
』
か
ら
の
引
用
な
し
）
。

③
同
御
本
地
事
…
『
春
日
御
社
御
本
地
並
御
託
宣
記
』「
抑
或
章
籍
稱
」

～

頁
の
抄
出
（
詳

し
い
記
事
は
一
・
二
宮
の
み
）
。
末
尾
の
「
私
案
云
」
五
行
は
九
条
家
本
に
独
自
部
分
。

④
春
日
御
社
小
神
并
在
所
等
事
（
長
承
二
年
中
臣
祐
房
注
進
状
）
…
『
春
日
御
社
御
本
地
並
御
託

宣
記
』

～

頁
、
『
祐
賢
春
日
御
社
縁
起
注
進
文
』

～

頁
・

～

頁
、
『
古
社
記

断
簡
』

～

頁
。
長
承
注
進
状
の
原
形
態
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
。

⑤
〔
本
地
御
正
体
事
〕
…
『
古
社
記
』

～

頁
、
『
古
社
記
断
簡
』

～

頁
。
率
河
・
一
言

主
・
榎
本
を
記
さ
ず
、
文
章
も
『
古
社
記
』
に
よ
り
近
い
。

⑥
御
神
達
御
根
元
…
『
春
日
御
社
御
本
地
並
御
託
宣
記
』「
鹿
嶋
御
神
達
御
根
元
」

～

頁
・

「
春
日
御
社
本
縁
」

～

頁
。
末
尾
の
「
聖
武
天
皇
御
子
安
陪
親
王
」
以
下
八
行
は
他

本
に
な
し
。

⑦
神
野
大
明
神
根
元
…
『
春
日
御
社
御
本
地
並
御
託
宣
記
』「
神
野
大
明
神
根
元
」

～

頁
。

末
尾
の
「
私
案
云
」
五
行
は
他
本
に
な
し
。

⑧
春
日
大
明
神
御
事
…
『
古
社
記
』
「
或
書
云
」

～

頁
。

⑨
若
宮
奉
祝
別
社
事
保
延
元
年

…
他
本
に
な
し
。

⑩
和
銅
三
年
庚戌

、

興
福
寺
建
立
…
『
古
社
記
』

頁
。

　　
さ
て
当
本
に
は
奥
書
と
し
て
、

　

以
前
記
等
、
得
或
人
秘
蔵
之
本
写
取
畢
、
文
字
誤
多
々
也
、
後
可
見
直
之
、

　
　

（
一
二
〇
三
）

　
建
仁
三
年
二
月
一
日
写
畢
、
沙
門
興
尊
縁
如
房
得
業
、

生
年
九
十
二
、

　
　

（
一
二
一
二
）

　
建
暦
二
年
壬申

、

十
月
廿
七
日
書
写
畢
、
釈
慶
諶
七
十
三
、

と
あ
る
。
う
ち
興
尊
は
、
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
三
月
十
二
日
の
東
大
寺
供
養
に
、
興
福
寺
の

衲
衆
と
し
て
参
列
し
た
所
見
が
あ
る
（『
東
大
寺
続
要
録
』
、
『
大
日
本
史
料
』
四
編
之
四
、

頁
）
。

詳
し
い
検
討
を
進
め
て
い
な
い
が
、
こ
の
本
奥
書
の
年
代
・
人
名
に
つ
い
て
は
、
仮
託
の
可

能
性
も
考
え
て
今
後
の
精
査
が
必
要
と
の
印
象
が
あ
る
。
九
条
家
本
の
寺
社
縁
起
は
、
慶
政

の
収
集
活
動
と
の
関
係
が
深
く
、
該
本
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
か
検
討
課
題
と
な
る
が
（
慶
政
自

筆
と
は
筆
跡
異
な
る
）
、
鎌
倉
時
代
前
・
中
期
を
そ
う
大
き
く
降
る
写
本
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
お
お
む
ね
通
行
の
字
体
を
用
い
、
底
本
の
行
取
り
に
よ
り
、
紙
継
目

の
位
置
を
示
し
た
。
煩
瑣
に
な
る
た
め
、
既
紹
介
の
テ
ク
ス
ト
と
の
異
同
の
注
記
は
割
愛
し
、

ル
ビ
の
校
訂
註
も
省
略
し
た
。
コ
ト
・
シ
テ
の
合
字
は
開
い
た
。
返
り
点
を
意
味
す
る
左
傍

下
の
点
は
「
一
」
と
表
し
、
音
訓
・
連
読
の
点
は
省
略
し
た
。

宮
内
庁
書
陵
部
よ
り
は
翻
刻
の
御
許
可
を
与
え
ら
れ
、
新
井
重
行
氏
よ
り
御
教
示
を
得
た

こ
と
、
末
筆
な
が
ら
謝
意
を
表
す
。

　
（
補
注
）

④
春
日
御
社
小
神
并
在
所
等
事
の
う
ち
、
紀
社
明
神
四
所
の
「
御
前
祐
石
立
明
神
」
の
祐
の

傍
訓
の
一
字
を
「
ワ
」
と
し
た
が
、
「
己
」
な
い
し
「
王
」
の
草
体
に
近
い
。
こ
の
文
字
と
傍
訓
は
、

鎌
倉
時
代
す
で
に
一
定
で
な
く
、「
祐
」
や
「
悩
」
の
よ
う
な
文
字
（『
神
道
大
系
』
で
は
「
橡
で
翻
刻

し
、
旁
は
「
直
」
の
草
体
に
近
い
）
で
書
き
、
傍
訓
に
も
異
同
が
あ
る
。
九
条
家
本
と
同
表
記
は
『
古

社
記
断
簡
』
裏
書
（『
神
道
大
系
』

頁
）
で
、
傍
訓
の
字
形
も
同
一
で
あ
る
。『
春
日
御
社
御
本
地
並

御
託
宣
記
』（『
神
道
大
系
』

頁
）
の
「
悩
」
の
よ
う
な
文
字
に
「
サ
カ
ワ
ス
」
と
傍
訓
す
る
の
が
参

考
に
な
る
か
。
大
東
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
（『
春
日
の
神
々
へ
の
祈
り
の
歴
史
』
、『
式
内
社
調
査

報
告
』
二
）
、
こ
の
神
社
は
延
喜
式
内
社
で
古
市
町
に
鎮
座
し
、
「
御
前
社
石
立
明
神
」
な
い
し
「
御

前
原
社
石
立
明
神
」
な
ど
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
。
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【翻刻】
　

　

（後補表紙外題）

　「春日社社記」

（原表紙外題）

　「御社日記相伝不分明」

注記（①）

　

タケ

　建
イカツチ

雷并
アマノコヤネ

　天兒屋根久 ヒサシ
イハヒ

齋
ヌシノ

主
ミコト

命
タチ

　達日本国
ヘ

　
アマ

　天
クタリ

降
ヲハシマス

御坐根元、

但天上天下数度也、

右天照大神之建雷并天兒屋根久命成語一云
ク

　、

我等共
ニ

　日本国
ニ

　降
テ

　可天皇辞別氏長者并神奴氏

人等
ヲ

　守護一、若
シ

　我等
ラ

　不為守護一者
ハ

　豈不安穏
ニ

　一歟者、天兒

屋根久命日本国
ニ

　天降
テ

　
アラフル

　荒振神等
ヲ

　早可令調伏一給一、其
ノ

　中
ニ

　

酢
ソサノヲノ

　差男命
ト

　
ハカリヲハ

許可残
シ

　給一度、然
ニ

　天兒屋根命之申給云
ク

　、件
ノ

　悪神
ノ

　

中ニ

　
○

公
ノ

　之御兄酢差男命
ヲ

　
エリノコサムコト

撰残不叶一歟
ト

　、
ナカラ

乍令申
メ

　一給一天降給
テ

　、

荒悪
ノ

　諸神等令調伏一畢
テ

　後
ニ

　天
ニ

　上
ヌ

　、然
ル

　間
タ

　則
チ

　酢差男命彼
ノ

　破
シ

　

調伏
ヲ

　一給
シ

　時、諸
ノ

　
アラフル

　荒振神
タチイヨ

　等弥令
ム

　荒
ラ

　増
マサ

　一、依斯
ニ

　一天照大神酢

差男命
ノ

　所為
ト

　見給
テ

　成
テ

　変改
ヲ

　一、天
マノ

　磐戸
ヲ

　押立
テ

　御籠居、
ソノヽチ

　以後

敢
テ

　無
シ

　日月星宿光
リ

　一、偏
ニ

　成
ナス

　日本国闇夜
ト

　一、因之一建雷命并天

兒屋根久命
ト

　
タチ

　達、天照大神
ニ

　申給
フ

　、奉
テ

　公
ヲ

　憑一、且成僉議一、互
ニ

　

祈誓
ヲ

　立申
ス

　以何
ヲ

　一、故忽
ニ

　破其誓一哉
ト

　申
シ

　給
ニ

　、全
ク

　無承引一、然尚
ヲ

　以
テ

　

ハカリ

　謀事一、求
メテ

　
コ

子・
スルカ

　駿河
マイト

舞
イフ

　云
カクヲ

楽一始
テ

　、建雷命并天兒屋根命等
ノ

　

シユアメ

　従雨
タチカラヲ

　大刀尾所謂石烏也、彼楽
ヲ

　随身
シテ

　天照大神
ノ

　御許
トヘ

　参
リ

　給
テ

　、此
ノ

　

楽
ヲ

　詠
シ

　給
テ

　、天
ノ

　磐戸
ヲ

　聊
サカ

　引
キ

　
アケテ

　開
フル

　経御覧
ヲ

　一之間、雨
メ

　大刀尾
ヲ

　付
テ

　開
クル

　
ヲトニ

　音一」（第
紙）

磐戸
ヲ

　引
キ

　開
ケ

　畢
ヌ

　、仍
テ

　日月
ノ

　光
リ

　日本国
ニ

　満
テリ

　、其
ノ

　時
キ

　天照大神成甘心
ヲ

　一、

仰
テ

　云
ク

　、是
レ

　非
ス

　出
スニ

　我
カ

　日月光
リヲ

　一、
タヽ

　只公達
カ

　強
チ

　誓言
ノ

　深
キ

　故也、仍
テ

　春日大

明神
ト

　可申一、且又楽
ノ

　中
ニ

　有興一、君達
チ

　尤
モ

　当
ニ

　可経
フ

　御覧
ヲ

　一云云、此
ノ

　

由
ヲ

　承
テ

　、成
テ

　悦
ヲ

　一返
リ

　給
テ

　後、天照大神追
テ

　仰
セ

　遣
テ

　云
ク

　、抑件
ノ

　自
ヨリ

　酢差男
ノ

　

命
ト

　一始
テ

　荒振神達、皆
ナ

　悉
ク

　令調伏一給
ト

　令申一給、使
ヒ

　雖有
ト

　其
ノ

　数
ス

　一、

御従仕人
ノ

　内
ニ

　神公
〔達〕

　連一物有
リ

　兄弟一、而
ニ

　以太郎一如此一事之由
ヲ

　

令申一給、任其状一、天兒屋根久命等天降
テ

　、彼
ノ

　荒悪之諸

神
ヲ

　令
メテ

　調伏一、天上
シテ

　其
ノ

　後
ニ

　為日本国
ヲ

　安穏
ニ

　守
カ

　一、則各天降
リ

　給
ウ

　処

処
ニ

　一矣、
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一、天照大神　　　伊勢
ノ

　国陪郡ニ天降御座、

一、天兒屋根久命　摂津
ノ

　国嶋下郡
シユクノ

　寿　
キウノ
久山ニ天降御座、

一、建雷并齋主命　常陸
ノ

　国鹿嶋郡
シカノサト

　資賀郷ニ天降御座、

御神達各
ノ

　雲
モニ

　乗
テ

　天降御座
ス

　、
ナカトミノ

　中臣連等
ハ

　
ツルノ

　鶴
ツハサニ

　翅乗
テ

　下
ル

　、戊申
ノ

　年也、

経数代一之後、尚我都
ヤコ

　遠
シ

　、王城近
カキ

　処
ヲ

　為住処
ト

　一、天皇辞別
ハ

　氏

長者并神奴等令守護
ト

　一被仰一、各又求
メ

　住処一御
ス

　、中臣
ノ

　連等
ヲ

　

相具
テ

　出行御坐
ス

　処処
ニ

　一、

一、齋主命　　　下総
ノ

　国
カトリノ

　香取郡
ニ

　御座、

一、天兒屋根命　河内
ノ

　国河内
ノ

　郡
ヒラヲカ

　平岡郷
ニ

　御座、」（第
紙）

一、建雷命　　　常陸
ノ

　国鹿嶋
ノ

　郡
シカノサトニ

　資賀郷御座、

一、姫御神命　　伊勢太神宮也、三所御神神殿之内住給也、仍云相殿神一也、

　御共人
ハ

　中臣
ノ

　連、所謂一時風
フウ

　・秀行也、

而自常陸国
ノ

　御住処一、尋
テ

　御
ノリノヲ

　乗物一、以鹿
ヲ

　一為御馬一、以
カキ

　柿木枝
ヲ

　一為
テ

　

ムチト

　鞭一出行御
テ

　、先
ツ

　来着神護
〔景、以下同ジ〕

　慶雲元年
丁

未、六月廿一日、伊賀国名

張郡
ナツミノサトニ

　夏身郷一、
ノセトイフ

　一瀬河
ニテ

　沐浴
シ

　御座
スル

　之間
タ

　、以鞭
ヲ

　一為
シ

　
シルシト

　　
験
注一、件

ノ
　河

ノ
　辺

ニ
　立

チ
　給

ニ
　、

則成樹
ト

　一
ヲイツキ

　生付畢
ヌ

　、自其立
チ

　
ハタリ

渡御坐
ス

　同国薦生
ウノ

　山
ニ

　一、数月令
メ

　

居住一御
ス

　也、其
ノ

　
トキ

　剋時風・秀行等
ニ

　
ヤキクリ

　焼栗各
ノ

　一
ヲ

　賜
テ

　宣
テ

　云
ク

　、
イタルマテ

　迄汝
チ

　等
ラカ

　

子孫
ニ

　一無断絶一可
ヘクハ

　我
ニ

　仕一者
ハ

　、其
ノ

　栗
ヲ

　
ウヱムニ

　殖必
ス

　可生付一、仍
テ

　随仰
ニ

　一殖

即
チ

　生付畢、自之一始
テ

　号
ス

　中臣
ノ

　
ウヱクリノ

　殖栗連
ト

　一、同年十二月七日、

大和国城上
ノ

　郡
アヘノ

　安部山
ニ

　御座
ス

　、同二年
戊

申、正月九日、同国

添上郡三笠山
ニ

　御垂跡
ヲ

　一御座、後
ニ

　天兒屋根・齋主命・姫

御神
ノ

　御
モトヘ

　許各奉
フレ

　触申
シ

　一給、日本国
ニ

　自
リ

　三笠
ノ

　山一外
ニ

　無高

名
ノ

　霊地一者、爰
ヲ

　以
テ

　各
ノ

　為
シテ

　住所
ト

　一、如祈誓
ノ

　一天皇并氏長者辞別

神奴氏人等為守護一、且可護持法相大乗教
ヲ

　一矣、任此
ノ

　

命
ニ

　一則一処
ニ

　各集会
シ

　給
テ

　、称徳天皇
ニ

　御詑宣
シテ

　云
ク

　、是
ノ

　山
ノ

　本
トニ

　

南
ニ

　向
テ

　可被
アカメ

崇居一云云、則成驚
ヲ

　一被
テ

　下
タサ

　勅使
ヲ

　一、地形
ヲ

　相
テ

　以
テ

　神

護慶雲二年
戊

申、十一月九日戊申日
〔寅〕

　宣時
ヲ

　一、
ミヤ

　宮柱
ヲ

　立
テ

　御殿
ヲ

　

造
リ

　畢、件
ノ

　天皇本名
ハ

　高野天皇也、仍
テ

　時風・秀行等
ラ

　御神

達
ヲ

　奉
シ

　移
ツシ

　一時
キ

　宣
テ

　云
ク

　、以
テ

　
サカキ

榊一為
シテ

　乗物
ト

　一可奉移
シ

　一、
ユヘイカニ

　故何者
ハ

　、後代」（第
紙）

我
カ

　為正躰一可被崇一故也、随仰一奉
ル

　
令

　
○

乗榊
ニ

　一、中臣殖栗
ノ

　連
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時風・秀行等
ラ

　
ヲイイタキ

負抱奉移崇居一畢、其後時風・秀行等

申
シ

　請
テ

　云
ク

　、御神達
ノ

　御住処
ハ

　定
リ

　御
シ

　畢
ヌ

　、又時風等者
ハ

　何処
ヲカ

　可
キ

　

住所
ト

　仕一、定
メ

　給
ヘト

　申
シキ

　時
ニ

　宣
テ

　云
ク

　、我
レ

　西南
ノ

　方
ヘ

　
ナケムニ

　投榊
ヲ

　一、落
ム

　処
ヲ

　為
シ

　我領
ト

　一

為
セヨ

　住処
ト

　一、以
テハ

　鹿嶋
祭

　
○

氏社
ヲ

　一可号神宮
ト

　一、仍任
テ

　宣
ニ

　一彼
ノ

　方
ニ

　向
テ

　尋
ネ

　求
ル

　間
ニ

　、

添上郡左京八条二坊五坪
ウシトラ

艮
スミニテ

　角奉
ル

　見
ミ

　付
ケ

　榊
ヲ

　一、伏
フシ

　拝
テ

　為
テ

　住

処一奉崇祭一者也、次
ニ

　宣
テ

　云
ク

　、奉
レ

　備
ヘ

　中臣殖栗連等
ラ

　御調物
ヲ

　一

可請向一、奉
ムヲハ

　備他
ノ

　氏
ノ

　物等
カ

　一不可請
ク

　一、若
ナヲ

　尚令
メ

　備一者可令
ム

　其
ノ

　色
ヲシテ

　

変一哉、兼
ハ

　又我
カ

　山
ノ

　
キ

　木
カレ

　枯斃
レテ

　有
（アキママ）

　白時
ニハ

　可成
ナス

　氏人等恐
ヲ

　一、為
テ

　

我
レ

　天上一可
シ

　知
ル

　無
ト

　一、若
シ

　欲
ハ

　ヽ本座
ニ

　令返一、以中臣殖栗連等一令
テ

　備

供物一、於七日間
ニ

　一一心
ニ

　令祈念一者
ハ

　、可還往
ス

　本坐一者、

右為後代
ノ

　一記置之状如件、

　　　宝亀十一年八月三日　中臣殖栗連時風記之云云、

一、御神御名事（②）

一宝殿　

タケイカツチノミコト

　武雷命、又名
タケミカツチノ

　建甕槌命一、又名建布都大神、又名豊布都大神、

又名石上布都大石大神、是鹿嶋大明神也、

二宝殿　
イハヒヌシ

　齋主命、又名
タテツヌシノ

　経津主大神、是香取
ノ

　大明神也、

三宝殿　天兒屋根命、又名天
ノコヤノ

　兒屋之命
ト

　一、是平岡
ノ

　大明神也、

四宝殿　

アマツテルノ

　天照大神、又名大日霊尊一、又名
ニチ

　日神
ト

　一、又名姫大神一、

又名伊勢大神一、是
アヒトノ

　相殿也、

若宮　　号五所王子
ト

　一、二御殿与三
ノ

　御殿
トノ

　間
ニ

　坐
ス

　、無
シ

　別
ノ

　御殿一、名
ク

　師子
ノマト

　間一也、故
ニ

　若宮
ヲハ

　文殊
ノ

　垂跡
ト

　申也、」（第
紙）

一、同御本地事（③）

一御殿　不空羂索、御所
フタラカ

　補陀羅迦山、南閻浮提
ノヒツシサル

　坤也、

金・銀・瑠璃・車渠・馬腦・珊瑚・琥珀
アリ

　在七宝
ノ

　樹
キ

　一、毎
ニ

　其
ノ

　樹一被
レリ

　
フチ

　藤

ハヒカヽ

　這懸一、以藤
ノ

　花
ヲ

　一為荘厳
ト

　一、又不空羂索観世音菩薩着
ヱイ

　翳

テイヤノカハヲ

　底野皮一、又袈裟
シ

　御
ス

　故、一
ノ

　鹿
カノ

　之子
コヲ

　悲
フ

　事
ハ

　、三千大千世界一

切衆生
ノ

　以子悲
ヲ

　一為一対
ト

　一、彼
ノ

　観音
ノ

　令衆生利益一給、又藤氏
ヲ

　

悲
ヒ

　給
フ

　
コト

事如
シ

　鹿
ノ

　子
ヲ

　悲
カ

　一、表
トシテ

　此
ノ

　事
トヲ

　一故、現
シ

　大明神
ト

　一御坐時
キ

　、以
テ

　藤

原
ノ

　姓
ヲ

　一為氏
ト

　一、以鹿一為御乗物一也、即為
ニ

　表此
ノ

　事
ヲ

　一故也、如是一不

空一
アミノナハヲ

　羂索天
ニ

　張
リテ

　、飛鳥
ヲ

　取
ルニハ

　一
ツモ

　不空一、是取
リ

　得
テ

　為
ノ

　二不免
カ

　一也、又此
ノ

　

菩薩
ノ

　一切衆生
ヲ

　利益
シ玉フ

　慈悲
ハ

　如
シ

　
彼

　
○

羂索
ノ

　一、故
ニ

　如此一名
タル

　也、

二御殿　薬師如来、又
ハ

　牛頭天王
ト

　現
ス

　、
（擦リ消シ）

　「　
〔有三面十二臂〕

　　　　　　」

有三面十二臂一、中面菩薩、身
ハ

　即薬師如来、左面日光碧、
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右面月光碧、頂上牛頭
ハ

　法華経也、十二手十二神也、所謂一左

六臂者
ハ

　、一徴明、二河魁、三従魁、四伝送、五小吉、六勝先也、右六

手者、一大一、二天岡、三大衝、四功曹、五大吉、六神后也、又有

十二大頭一、如本願薬師経一、当牛頭天王観念得
ハ

　意一、左
ノ

　足
ハ

　東

方浄瑠璃世界、右
ノ

　足
ハ

　西方極楽世界、後頭
ハ

　東王父普賢碧、

西方母
ハ

　虚空蔵碧、
ハ

婆利女
ハ

　十一面観世音碧、左
ノ

　手
ニ

　
ニキリ玉フ

　把

ホコヲ

　鉾一、速

成相、右手
ハ

　施無畏、一切成相也、具如十一面経説一、武答天神
ハ

　毘沙

門天王、八王子八大文殊、蘇民将来
ハ

　薬王碧、阿
ハ

波佐利
ハ

　薬上碧、」（第
紙）

蛇毒気神
ハ

　弥勒碧、海龍王
ハ

　龍樹碧、龍女
ハ

　弁才天女、左

司命
ハ

　焔魔王、右司命
ハ

　北斗妙見碧、牛頭天王
ノ

　釼、婆利女
ノ

　

鉾
ハ

　三摩耶形也、王帝臣令守護一一切衆生、諸
ノ

　病悩
ヲ

　令消除一、

為
ニ

　衆生利益
ノ

　一、現大明神
ト

　一也、

三御殿　地蔵菩薩、地蔵本願経云、

四御殿　大毘廬遮那仏、如別紙也、

私案云、以上
ノ

　大明神御本地以下事、無
シ

　指
ル

　御託宣等
ノ

　日記一、不

如一御降臨之時
ノ

　時風記
ニハ

　一、是
ノ

　人見
シ

　事
ナレハ

　注置也、御本地事、其証
ヲ

　可
シ

　

尋之一、故此御本地
ハ

　皆釈迦牟尼仏ト云、或
ハ

　皆観世音碧ト云、

又説、一宮尺迦如来、二宮薬師、三宮地蔵、四宮十一面観音、若宮十一面観音、又文殊

師利碧、

一、春日御社小神并在所等事（④）

一、内院
一御殿

タツミノ

　巽方坐
タチカラヲノ

　刀辛雄明神、其
ノ

　北
ニ

　坐
ス

　飛来天神、其
ノ

　
キタニ

　北坐
ス

　八龍神、
但無

宝殿、

同御殿
後

シロニ

　坐
ス

　字海本明神、所謂
ハヤフサノ

　隼明神也、其北坐
クリカラノ

　栗唐明神、

四御殿
後坐

スキ

　椙本
ノ

　明神、所謂天夜叉神是也、其北坐佐軍神、

一、中院
御宝殿

イヌイノ

　乾方脇戸
ノ

　
キハ

　際字
ツハイモト

　椿下明神、
ツノフリノ

　角振明神
也、

　
○

其次坐字
カセノ

　風御子明神、所謂一金
ノ

　命
コト

　也、」（第
紙）
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　其次坐忠際金剛童子明神、

同殿
ヒツシサル

　坤方坐岩本明神、是住吉明神也、御殿南方坐
アオサカキ

　青榊明神、

其南坐
ス

　
カラサカキ

　辛榊明神、

一、外院
自御宝殿乾方三町去

テ
　坐

ス
　字水屋明神、所謂牛頭天王也、自御宝

殿坤方坐字
ヱノモト

　榎本明神、所謂
コセ

　巨勢
ヒメノ

　姫明神也、榎本西一町去坐字
ハラヘ

　祓

トノ

　戸明神、所謂
セヲリツ

　瀬織津咩明神、自御宝殿西一町去坐字
フナト

　舟戸明神、

所謂一道祖神也、自御宝殿西十二町去坐一言主明神、

女形、吉祥天女、本地不動尊、或文殊、

　其西三町去

坐率河明神、所謂三枝明神是也、
本地尺迦如来、俗形、

　位正一位、自御殿巽方五町去

坐
キノ

　紀社明神、四所之内、
アカホノ

　赤穂明神・嶋田明神・
ミサキ

　御前
サワス

　祐
イシタチノ

　石立明神・

アマノ　イワクミノ

　天乃石吸明神也、自御殿南十余町去坐
アナクリノ

　穴栗明神・
ヰクリ

　井栗明神、

此両社
ハ

　　
正預也、

スケフサ

　祐房之時奉渡中院一畢、

或人云、木
ノ

　御社
ハ

　陳那碧之垂迹云云、有何証拠哉、

　長承二年十二月廿四日、神宮預中臣祐房任旧記注進之、

或記云、御社小神者、水屋三所、木御社五所、内院六所、

中院八所、外院三所、若宮小神七所云云、

已上記有相違歟、但可依祐房之記歟、

一宮　御本地不空羂索、或尺迦如来、（⑤）

俗形老躰、六十許、御冠ノヲイカケ纓ナシ、笏ヲ持、コハヌイテ、」（第
紙）

タチハキ、ヒラヲサシテ、アサキクツ、ツルハミノウヘノキヌ、

二宮　御本地薬師如来、或云弥勒如来、

俗形老躰、六十許、ヒケナカシ、ツルハミノウヘノキヌ、帯釼差
サス

　、

ヒラヲ、冠ノヲイカケナシ、左手持笏、右手ニテ笏ノサキヲカ丶ウ、

アサキクツ、

三宮　御本地地蔵菩薩、

僧形、法服衲袈裟、サウカイ、

四宮　伊勢大神也　御本地大日如来、或云十一面観音、

女形、如吉祥天女一、カサリアル宝冠、コマヌキタリ、

若宮　御本地
〔聖〕

　請観音、或云文殊碧、
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童子形、ヒムツラニテ合掌、フ
〔ン〕

　レカケ、

榎本　巨勢明神　本地毘沙門、

俗形老躰、如唐人、ヒケナカク、ヤセタリ、カセ杖ツク、唐人トキン、ウシロヘタレタリ、

水屋　本地薬師如来、

形ハ如毘沙門一、牛頭頂上
ニ

　坐
ス

　、右手
ニ

　ホコヲツキ、左手
ニ

　腰
ヲ

　ヲス、

ヘウノ

　豹皮
ヲ

　腰
ニ

　マキタリ、カミハソラヘアカル、ハキニトラノ皮
ヲ

　マク、

氷室　本地陳那碧、

俗形、二十許、アカ色
ノ

　ウツヲキヌ、ヒラヲサス、ヲイカケシテ、コハヌキ、」（第
紙）

一、御神達御根元　依口伝注之、私之記也、別紙有之、（⑥）

鹿嶋
イサ

　伊弉
ナキノミコト

　諾尊遂
ニ

　
ヌキテ

　抜所帯
ノ

　
ト

十
ツカノ

　握釼
ヲ

　、
セン

　　　
キル
サシ 斬　　

クヒキ

クサヒ

カツ

　軻
アヒツク

　遇突智
トウ

　頭三段、亦

六段、亦八段、各
ナル

　為神
ト

　一、略之一、

復釼
ツハニタラス

　鐔垂血
ヲ

　一
ナル

　為神
ト

　一、亦走就
ユツノイハムラ

　湯津石村一、所成
レル

　一之神
ヲハ

　名
テ

　
マウス

　曰
アマヲハリ

　天尾張

神
ト

　一、
キハヤヒ

　　サカリニモユ 封速日神、亦
ツヒハヤヒノ

　槌速日神一、今坐
ス

　
アメノヤス

　天安河
ノ

　山一　
上
ニ

ニ
　

アメノイハトノ

　天窟之神也、

コタチミカツチノ

　兒達甕槌之男神、亦
ハ

　名
タチフトノ

　達布都神一、亦
ハ

　名豊布都神一、今坐
ス

　

常陸
ノ

　国鹿嶋
ニ

　一大神、石上
ノ

　布都大石神是也、

香取先祖

復釼
ニ

　垂
ル

　
チ

血
ソヽキ

激越為神一、亦血走就
ユツノイワムラニ

　湯津石村、所
ノ

　成一神
ヲハ

　名
テ

　
イフ

　曰
イハ

　磐

サキネサヽノ

　裂根裂神
ト

　一、

コイハツヽノ

　兒磐筒男
ト

　・
イハツヽノ

　磐筒女
ト

　二
ノ

　神
ノ

　、相生之神
トマウス

　、兒
ハ

　
タテツヌシ

　経津主神
トマウス

　、今坐

下総
ノ

　国香取
ニ

　一大神是也、復釼頭垂血
ソヽキ

激
ウチ

　伐為三神一、

平岡先祖

　高皇産尊

　兒天思兼命　

アマクタル

　天降信濃国、河智親部等祖、

次天太王命　忌部首等祖、

次天
ヲシヒノ

　忍日命　大伴連等祖、此注記云、大氏之我直等祖云云、

次天神立命　大氏之我直等祖、

次
カムスヘヒコタマノ

　神皇産霊尊　兒六人略之、」（第
紙）

次津速魂尊

　

コヲハ

　兒市千魂尊次
ノ

　
コヲハ

　兒興登魂命

　次兒天
ノ

　
コ

兒
ヤノ

　尼命
ト

　中臣
ノ

　連等
カ

　祖、次武
〔乳〕

　糺遺
ノ

　命
ト
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　次
フル

　振魂尊兒二人、次万魂尊

聖武天皇御子安陪
ノ

　親王春宮
ノ

　御時、天平二年十二月三日、御

悩
ツキ

　付御
テ

　、依
テ

　勅宣一　
メシテ

　召陰陽師
ヲヽツノレンヲ

　大津連一、七日令精進一、令占申一云
ク

　、

十死一生
ノ

　御悩也
ト

　申
ス

　、重
テ

　依宣旨
ニ

　一令
ナヲ

　尚占申一云
ク

　、高
キ

　大神鹿嶋

大明神御
タヽリ

祟也、不
ハ

　読経
ヲ

　一力
ニ

　一難
シト

　免
レ

　一御
ト

　申
ス

　、又占
テ

　云
ク

　、奉勝王

経
ヲ

　講読者
ハ

　、有其霊験一歟者、因
テ

　茲
ニ

　一以七大寺
ノ

　惣検校僧行信

并四人一、合
シテ

　請
テ

　五人僧
ヲ

　一、奉
ル

　講読一之間
タ

　、同十六日
ニ

　御平癒、以同十

七日一、
カムヲウノ

　髪生山
ノ

　頂
ニ

　奉崇祭一、毎年二季
ニ

　為例一、上件
ノ

　勝王経奉

講読一、同廿年
ニ

　建立
ス

　
カウノテラヲ

　神野寺一、

一、
カンノヽ

　神野大明神根元（⑦）

鹿嶋大明神
ハ

　、
チトウ

　持統天皇五年
辛

卯、所

ニ々
　令尋御所一給、同十年
壬

申、

添上郡春日野
ニ

　母
ノ

　御神
ハヤヒノ

　速日神
ト

　共
ニ

　御坐
ス

　、其
ノ

　御
カタチ

形甚
タ

　美麗
ニ

　御
ス

　、

而
ニ

　
トネリ

　舎人奉
ル

　思
ヒ

　
カケ

　係之
ヲ

　一、于時
ニ

　彼
ノ

　母
ノ

　思
テ

　云
ク

　、女身
ハ

　口惜
モノカナ

　者哉、登
ムトテ

　深
キ

　

山
ノ

　高
キ

　峯
ニ

　一令
メ

　出
テ

　行一給
フ

　時
キニ

　、彼
ノ

　舎人御共
ニ

　追
ヒ

　走
シリ

　参
ルコト

　如
シ

　飛鳥
ノ

　一、令

行御一之時、舎人発
テ

　悪心
ヲ

　一成
テ

　大蛇
ト

　一、走
リ

　参
ス

　髪生
ノ

　河
ノ

　辺際
ニ

　一、以
テ

　釼一

切
キリ

　彼
ノ

　大蛇
ヲ

　一、
クタキ

　摧散
シ

　畢、其後髪生山
ノ

　頂
ニ

　住給
ヘリ

　、所謂一、」（第
紙）

一宮　

タケイカツチ　コト

　武雷命

二宮　母御神　

ミカハヤヒノ

　甕速日命

三宮　

トネリ

　舎人　水摧明神也、

　　　　斬
キル

　大蛇
ヲ

　
釼

ヲハ

　、

　
○

名
テ

　曰
イフ

　鹿正釼
ト

　一、又名
ク

　天雲釼
ト

　一、巳上、

私云、或記云、或人説云、鹿嶋大明神
ノ

　母凡位
ノ

　時
キ

　、舎人男
ニ

　被
レ

　思
ヒ

　係一

給、而明神辱
テ

　身
ヲ

　一逃
テ

　令入神野山一、舎人
リ

　奉追
イ

　一、至
ル

　大河
ノ

　大橋
ノ

　之

モトニ

　許一、明神令
メ

　登
ラ

　山
ノ

　頂
ニ

　一、誓
テ

　云
ク

　、永
ク

　不
ス

　可
ラ

　入
ル

　女人一云云、因茲
ニ

　一彼
ノ

　山
ヘハ

　女人

不参詣一也、春日二季御祭
ニ

　、舎人
ヲ

　
テウストイハ

　調者、大明神為
ニ

　母
ノ

　孝養
ノ

　一、舎

人
ヲ

　サイナミ給
フ

　謂也云云、

一、春日大明神御事（⑧）

或書伝、大明神、神護慶雲元年六月廿一日、仰
テ

　時風・秀行二人
ニ

　一云
ク

　、

出
テ

　常陸
ノ

　国鹿嶋
ノ

　宮
ヲ

　一、赴
ク

　御笠山一之時
キ

　誦云、

若我弘誓大悲中　一人不成二世願

我堕虚妄罪咎中　不還本覚捨大悲
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　　上二句ハ、大明神自誦、下二句ハ時風・秀行各一句ツ丶誦云云、

或人云、大明神、神護慶雲二年正月九日、令渡大和国
アヘノ

　安倍

山
ニ

　
虫損

　一留
リ

　御
ス

　、其
ノ

　時
キニ

　榎本
ノ

　明神詣
テ

　安倍山
ノ

　砌
ニ

　一、白
テ

　御神
ニ

　一言
ク

　、従
リ

　此
レ

　一北方
ニ

　

有
リ

　殊勝
ノ

　霊地一、名
ク

　三笠山
ト

　一、此山
ハ

　己
カ

　年来
ノ

　居所也、然
モ

　是
ノ

　山
ハ

　大乗

相応之勝地也、尤
モ

　当
レリ

　御社壇
ニ

　一、我
レ

　今奉
ム

　彼
ノ

　三笠山
ヲ

　一、行移
テ

　可
シ

　
ヰ

居」（第
紙）

御
ス

　一、其
ノ

　
カハリニ

　替我
ニ

　此
ノ

　安倍山
ヲ

　可賜一云云、仍
テ

　同二年十一月九日
戊

申、令
シメ

　渡
ラ

　三

笠山
ニ

　一、榎本
ノ

　神
ハ

　移居
ス

　安倍
ノ

　山
ニ

　一、然
ル

　間
タ

　安倍
ノ

　山
ニ

　無参詣
ノ

　人
ト

　一、祭祠之

輩
ラ

　
マレ

　希也、爰
ニ

　榎本
ノ

　明神詣
テ

　春日宮
ニ

　一訴
ヘ

　申
ス

　時
ニ

　、大明神被
テ

　示
シ

　仰
ヲセ

　一

曰
ク

　、我
カ

　社壇
ノ

　前
ヘノ

　水
カキノ

　垣外
ニ

　卜
メテ

　居
ヲ

　一住
セヨ

　、我
カ

　
モトヘ

　許往来
ノ

　人
ノ

　財施法施
ヲ

　前
ニ

　

可納受一、依之一還
テ

　移
テ

　三笠山榎本
ニ

　一住
ル

　也、

或人云、御社一切経蔵
ノ

　額
ヲハ

　、
シユシヤク

　朱雀
ソツ

帥　コレフサ 伊房
ノ

　之手跡也、昔
シ

　在

大　
〔宰〕
掌

ニ
　一之時

キ
　、鎮西

ノ
　大明神託宣

シテ
　家内

ノ
　女房

ニ
　一言

ク
　、書

テ
　額

ヲ
　一可

ト
　令

ム
　

得
エサ

　我
ニ

　一、仍
テ

　書之一畢、即
チ

　預
ケ

　置
ク

　息男菊薗
ノ

　経尋法印
ニ

　一、経
テ

　数

年一之後、白河院
ノ

　御時
ニ

　、於春日社頭
ニ

　一、始
テ

　被
ルヽ

　転読一切経一之

時
キ

　、建
タテ

　御経蔵
ヲ

　一、尋
ネ

　出
シテ

　彼
ノ

　額
ヲ

　一被
ルヽ

　打之
ヲ

　一、不思議事也、

一、若宮奉祝別社事保延元年、（⑨）

正預祐房之時
キ

　、御寺
ノ

　別当一乗院僧正玄覚也、従
リ

　大宮一

南イクハクサラスシテ、チカキホトニ、四ノ御殿ノ中ニ御ス若宮ヲ、

フリワケマイラセテ、別社ニイワイマイラスルナリ、

一、和銅三年
庚

戊、興福寺建立、（⑩）

神護慶雲元年
丁

未、六月廿一日、来着
ク

　伊賀国名張郡
ナツミノサトニ

　夏見郷、

同二年
戊

申、正月九日、大和国添上郡三笠山垂跡御坐、以同年

十一月九日戊申、制立御殿奉
ル

　三
ウツシ

　移二之
レヲ

　一、従
リ

　御寺建立一之後
チ

　五十九年也、

　以前記等、得或人秘蔵之本写取畢、文字誤多々也、後可

　見直之、」（第
紙）

　　建仁三年二月一日写畢、沙門興尊
縁如房得業、

生年九十二、

　　建暦二年
壬

申、十月廿七日書写畢、釈慶諶七十三、

○以下余白」（第
紙）
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